
川越市新型インフルエンザ等対策行動計画改定の概要

川越市新型インフルエンザ等対策庁内推進会議

■検討体制

委 員 長 保健医療部長
副委員長 保健所長
委 員 関係課長等

●川越市新型インフルエンザ等対策庁内推進会議要綱
第２条 推進会議の所掌事務は、次のとおりとする。

⑷ 川越市新型インフルエンザ等行動計画に係る計画
案の作成及び変更に関する事務

庁 議

報告：改定原案 ※令和7年11月20日予定

意見聴取

専門的意見

●新型インフルエンザ等対策特別措置法第７条第３項、第８条第７項、同条第８項
行動計画を作成（変更）しようとするときは、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。

感染症に関する専門的な知識を有する者

・川越市医師会から推薦（深田クリニック 深田弘幸先生）

・埼玉医科大学総合医療センターから推薦（岡秀昭先生）

【令和７年度 ３回意見聴取予定】

①素案への意見（７月） ②原案への意見（12月） ③改定案への意見（2月）

■背景

感染拡大防止と市民生活及び市民経済に与える影響の最小化

資料２

■計画の目的

新型コロナへの対応で明らかとなった課題や、これまでの関連する法改正等も踏まえ、新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等以外
も含めた幅広い感染症による危機に対応できる社会を目指して、令和6年7月に政府行動計画が改定された。また、政府行動計画を踏まえて、令和
7年1月に県行動計画が改定された。

これらを踏まえて、令和7年度中に、本市の新型インフルエンザ等対策行動計画を改定する。



改定前（６項目） 改定後（１３項目） 主な内容

①実施体制 ①実施体制

実践的な訓練の実施，行動計画等の作成や体制整備・強化，国及び地方公共団体等の連携の強化，新型インフルエンザ等の

発生が確認された場合の措置，迅速な対策の実施に必要な予算の確保，基本となる実施体制の在り方，緊急事態措置の検討

等について

②サーベイランス

　・情報収集
②情報収集・分析 実施体制，人員の確保，リスク評価，情報収集・分析から得られた情報の公表

③サーベイランス
実施体制，平時に行う感染症サーベイランス，人材育成（研修の実施）， DXの推進，感染症サーベイランスから得られた情

報及び分析結果の公表，リスク評価，感染症のリスク評価に基づくサーベイランス手法の検討、感染症対策の判断及び実施

③情報提供・共有
④情報提供・共有、

　リスクコミュニケーション

新型インフルエンザ等の発生前における国民等への情報提供・共有，情報提供・共有について，双方向の

コミュニケーションの実施

⑤水際対策 ※ 水際対策の実施に関する体制の整備，国、都道府県との連携

④予防・まん延防止 ⑥まん延防止
新型インフルエンザ等の発生時の対策強化に向けた理解や準備の促進等， 国内でのまん延防止対策の準

備，まん延防止対策の内容

⑦ワクチン ※
研究開発，ワクチンの接種に必要な資材，ワクチンの供給体制，接種体制の構築，情報提供・共有，DX

の推進，接種体制，ワクチンの接種に必要な資材，ワクチンや必要な資材の供給

⑤医療 ⑧医療

基本的な医療提供体制，予防計画及び医療計画に基づく医療提供体制の整備，研修や訓練の実施を通じた人材の育成等，県

連携協議会等の活用，医療提供体制の確保等，相談センターの整備，新型インフルエンザ等に関する基本の対応，時期に応

じた医療提供体制の構築

⑨治療薬・治療法 ※ 治療薬・治療法の研究開発の推進，抗インフルエンザウイルス薬の使用（新型インフルエンザの場合）

⑩検査 ※

検査体制の整備，訓練等による検査体制の維持及び強化，検査実施状況等の把握体制の確保，研究開発支援策の実施等，検

査手法の確立と普及，研究開発企業等による検査診断技術の確立と普及，診断薬・検査機器等の調達・供給に係る調整，リ

スク評価に基づく検査実施の方針の決定・見直し

⑪保健 ※

人材の確保，業務継続計画を含む体制の整備，研修・訓練等を通じた人材育成及び連携体制の構築， 保健所の体制整備，

DXの推進，地域における情報提供・共有、リスクコミュニケーション，有事体制への移行準備，住民への情報提供・共有の

開始，新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表前に管内で感染が確認された場合の対応，有事体制への移行，主

な対応業務の実施，感染状況に応じた取組

⑫物資 ※ 感染症対策物資等の備蓄等

⑥国民生活・経済 ⑬市民生活・経済
情報共有体制の整備，支援の実施に係る仕組みの整備，物資及び資材の備蓄，生活支援を要する者への支援等の準備，火葬

体制の構築，遺体の火葬・安置，住民の生活の安定の確保を対象とした対応，社会経済活動の安定の確保を対象とした対応

行動計画の対策項目の拡充
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川越市新型インフルエンザ等対策行動計画改定のスケジュール①
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令和７年度

計画検討
担当者会議

7月 8月 9月4月 5月 6月 1月 2月 3月

全体
スケジュール

庁内推進会議

10月 11月 12月

専門家
意見聴取

(全3回予定)

事務局

医療問題協議会

庁議等

備　考

1月下旬
第3回 ・改定案検討

10月上旬
第2回 ・改定素案検討

5月中旬
第1回 ・進め方

改定素案作成作業

改定素案作成
意見
公募

（パブリックコメント）
改定素案検討 改定原案修正

11月下旬
改定原案決定

7月上旬
改定素案作成

3月中旬
改定

改定素案作成

パブリック
コメント

11/18
部長会議

報告：改定原案

11/20
庁議
報告：改定原案

2月上旬
・改定案意見聴取

11月下旬
改定原案決定

7月上旬
改定素案作成

改定素案修正

1月下旬
改定案作成

3月中旬
改定

改定案修正

６月議会 ９月議会 １２月議会 ３月議会

11/12
・改定原案報告

※別途、次期保健医療計画の検討等で開催予定
（随時、部会の検討状況等を報告）

議会報告
（行動計画改定）

各団体等へ
推薦依頼

①意見聴取

（素案）
②意見聴取

（原案）

③意見聴取

（改定案）



川越市新型インフルエンザ等対策行動計画改定のスケジュール②

【これまでの経過】 。
・R7.3 「川越市における新型コロナウイルス感染症対応報告書」作成
・R7.6 庁内担当者に対する市行動計画素案意見照会
・R7.7 感染症専門家（深田先生・岡先生）に対する市行動計画素案意見照会
・R7.10  川越市新型インフルエンザ等対策庁内推進会議意見照会

 
【今後の予定】 。

・R7.11.12 川越市医療問題協議会で進捗報告
・R7.12～R8.1   原案のパブリックコメント実施
・R7.12～R8.1   原案について感染症専門家（深田先生・岡先生）に対する意見照会
・R8.2 川越市医療問題協議会で報告
・R8.3 市長決裁・議会報告



感染症専門家からの主な意見と対応

専門家からの意見 対応

深
田
先
生

今回の計画は主に気道感染を想定しているが、新興感
染症は大きく気道感染と消化器系感染に分かれる。もし
胃腸症状が主な新興ウイルスが出たら対応は大きく変わ
るため、消化器感染症への対応も考慮すべきである。

第２部「新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針」に消
化器感染症等が流行した場合等、感染症の特徴に応じた対策を選択するこ
とが重要である旨を追加する。

第３部第６章「まん延防止」に消化器感染症が流行した場合の対応を追
加する。

市の独自色をもっと出すと、市民が安心できるのでは
ないか。

保健所設置市である本市の強みを生かし、感染症有事の際に迅速に対応
できるよう、平時から市及び保健所と市医師会との連携を深めていく。

岡
先
生

多くの場合、海外からの病原体となるので、帰国者の
症状発症に対しては特に注意する。その場合、行政の相
談電話など、アクセスしやすい相談先を用意した方が良
い。

第３部第５章「水際対策」における帰国者に対する情報提供及び第８章
「医療」における相談センターの早期設置により、適切に対応していく。

フェーズに応じた医療機関の役割分担を決めておくべ
きである。

県が医療機関と医療措置協定を締結し、流行のフェーズに応じた役割分
担を決めていくことになるが、市としても、医療機関に対する訓練を実施
する際には、役割分担に合った内容となるよう配慮していく。

感染症の届出や報告、通達のデジタル化、簡素化を進
めるべきである。

業務効率化は、新型コロナ対応の中で顕在化した課題であり、平時から
ＤＸの推進に取り組む。


	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5

